
公共的行催事における露店等の出店届出要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、公共的行催事における露店等の出店に関し、春日井市暴力団排除条

例（平成 23年春日井市条例第 28号）第２条第３号に掲げる暴力団の排除を徹底するた

め、必要な事項を定めることにより健全な行催事の運営と施設管理の適正化を図ること

を目的とする。 

（届出） 

第２条 市が主催又は共催する行催事（以下「行催事」という。）において、次に掲げる場

所で露店等の営業をしようとする者（以下「出店者」という。）は、あらかじめ市長に

出店届出書（別記様式）を提出しなければならない。 

⑴ 行催事の会場 

⑵ 主催者が指定する行催事の会場周辺の道路等 

（届出日） 

第３条 前条の出店届出書は、出店しようとする日の１月前までに提出しなければならな

い。 

（遵守事項） 

第４条 出店者は、次に掲げる事項を遵守し、健全な営業に努めなければならない。 

⑴ 市民及び業者間で紛争等を起こさないこと。 

⑵ 市民に不安感又は嫌悪感を与えるような服装、言語及び態度をとらないこと。 

⑶ 営業に高校生以下の学生を従事させないこと。 

⑷ 従事者の身分確認を確実に行い、出店者又は従事者として届出したもの以外の者は

従事させないこと。 

⑸ 法令に違反するものを販売しないこと。 

⑹ 営業時間を厳守すること。 

⑺ 営業を終わった後は、清掃等を行い、原状回復を確実に行うこと。 

⑻ その他主催者の指示に従うこと。 

（出店の拒否） 

第５条 市長は、第６条に規定する委員会の意見を聴いて出店届出書の内容を審査し、出

店者又は従事者が次のいずれかに該当するときは、出店を拒否することができる。 



⑴ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

⑵ 前条に規定する遵守事項に違反したもの 

⑶ その他市長が健全な行催事の運営に支障があると認めたもの 

（委員会） 

第６条 出店に関し必要な事項を調査又は審議するため露店等出店審査委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（委員） 

第７条 委員会は、委員長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱する７人以内の委員で

組織する。 

⑴ 行催事を主催又は共催する団体の役員 

⑵ 市職員 

２ 委員長は、市長が指名する副市長をもって充てる。 

３ 委員会に顧問を置き、春日井警察署員をもって充てる。 

４ 委員は、当該行催事に係る調査及び審議を終了したときに解任されるものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務部市民安全課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成 19年４月 1日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の公共的行催事における露店等の出店届出要綱、春日井

市防災工事資金融資あっせん要綱及び春日井市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要

綱の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の公共的行催事における露店等の

出店届出要綱、春日井市防災工事資金融資あっせん要綱及び春日井市民間木造住宅耐震

改修費補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして



使用することがある。 

附 則 

 この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



別記様式（第 2 条関係） 

 

出  店  届  出  書 

 

    年  月  日 

 

（宛先）春 日 井 市 長  

 

 

出店者 住     所 

（フリガナ） 

  氏     名           

   生年月日・性別      

   電 話 番 号 

 

 

私は、             において、露店等の出店をするに当たり、

届け出をします。 

つきましては、次の事項を遵守し、健全な営業に努めることを誓約します。 

 

１ 出店者又は従事者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者でないこと。 

２ 市民及び業者間で紛争等を起こさないこと。 

３ 市民に不安感又は嫌悪感を与えるような服装、言語及び態度をとらないこ

と。 

４ 営業に高校生以下の学生を従事させないこと。 

５ 従事者の身分確認を確実に行い、出店者又は従事者として届出したもの以

外の者は従事させないこと。 

６ 法令に違反するものを販売しないこと。 

７ 営業時間を厳守すること。 

８ 営業を終わった後は、清掃等を行い、原状回復を確実に行うこと。 

９ その他主催者の指示に従うこと。



 

出 店行 催 事 

 

出 店 日 時 

 

１     年  月  日（  ）   時から   時まで 

２     年  月  日（  ）   時から   時まで 

出 店 場 所 

 

出 店 業 種 

 

従 事 者 

住 所 

（フリガナ）  

氏 名 

生年月日・性別 

住 所 

（フリガナ）  

氏 名 

生年月日・性別 

住 所 

（フリガナ）  

氏 名 

生年月日・性別 

注意 露店１店につき１枚提出すること。 


